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は

じ

め

に

国
際
河
川
の
利
用
を
巡
る
紛
争
は
こ
れ
ま
で
に
幾
度
と
な
く
流
域
諸
国
間
の
火
種
と
な
っ
て
き
た
。
二
〇
世
紀
の
間
に
、
世
界
人
口

は
一
六
億
人
か
ら
六
一
億
人
へ
と
優
に
三
倍
を
超
す
勢
い
で
増
加
し
、
そ
れ
に
伴
っ
て
都
市
化
・
工
業
化
が
進
展
し
、
世
界
各
地
の
河

川
流
域
の
水
需
要
は
著
し
く
増
加
し
た

(

�)

。
さ
ら
に
、
汚
染
等
に
よ
る
河
川
環
境
の
悪
化
、
気
候
変
動
・
異
常
気
象
に
よ
る
降
水
パ
タ
ー

ン
の
変
化
と
そ
れ
に
起
因
す
る
大
規
模
な
洪
水
・
渇
水
の
発
生
も
相
俟
っ
て
、
流
域
諸
国
間
の
水
利
用
を
巡
る
競
争
・
対
立
は
激
し
さ

を
増
し
て
い
る
。
今
日
、
二
九
ヶ
国
、
お
よ
そ
四
億
五
〇
〇
〇
万
人
が
水
不
足
に
直
面
し
て
お
り
、
そ
の
数
は
二
〇
五
〇
年
に
は
四
〇

億
人
に
ま
で
膨
れ
上
が
る
と
予
測
さ
れ
て
い
る

(

�)

。
現
在
も
、
イ
ン
ダ
ス
河
、
ナ
イ
ル
河
、
メ
コ
ン
河
、
コ
ロ
ラ
ド
河
等
、
世
界
各
地
の

国
際
河
川
で
紛
争
の
発
生
を
確
認
で
き
る
。
ま
た
、
実
際
に
紛
争
の
発
生
を
み
て
い
な
く
と
も
、
将
来
的
に
紛
争
の
発
生
が
予
想
さ
れ

る
地
域
は
数
知
れ
な
い

(

�)

。
国
際
法
学
は
、
こ
れ
ま
で
、
国
際
河
川
を
巡
る
紛
争
を
防
止
・
回
避
す
る
た
め
の
法
理
と
し
て
、
衡
平
利
用

原
則
、
汚
染
防
止
義
務
、
生
態
系
保
全
義
務
等
の
実
体
義
務
や
、
事
前
通
報
・
協
議
義
務
、
環
境
影
響
評
価
実
施
義
務
等
の
手
続
義
務

に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
種
々
の
法
原
則
・
法
規
範
を
実
体
・
手
続
の
両
面
か
ら
発
展
さ
せ
て
き
た
。
他
方
、
こ
れ
と
並
行
し
て
、
一
旦
、

紛
争
が
発
生
し
た
場
合
に
、
紛
争
の
法
的
処
理
・
解
決
を
実
現
す
る
た
め
の
手
続
も
整
備
し
て
き
た
。
大
部
分
の
国
際
河
川
紛
争
は
当

事
国
同
士
の
交
渉
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
て
い
る
が

(

�)

、
そ
れ
以
外
に
も
、
仲
裁
裁
判
所

(

ヘ
ル
マ
ン
ド
河
デ
ル
タ
事
件

(

�)

、
ラ
ヌ
ー
湖
事
件

(

�)

、

ガ
ッ
ト
・
ダ
ム
事
件

(

�))

、
常
設
仲
裁
裁
判
所

(

Ｐ
Ｃ
Ａ)

(

ラ
イ
ン
河
塩
化
物
汚
染
防
止
条
約
事
件

(

	)

、
イ
ン
ダ
ス
河
水
系
キ
シ
ェ
ン
ガ
ン

ガ
事
件

(


))

、
常
設
国
際
司
法
裁
判
所

(

Ｐ
Ｃ
Ｉ
Ｊ)

(

ミ
ュ
ー
ズ
河
分
水
事
件

(
�))

、
国
際
司
法
裁
判
所

(

Ｉ
Ｃ
Ｊ)

(

ガ
ブ
チ
コ
ヴ
ォ
・
ナ

ジ
ュ
マ
ロ
シ
ュ
計
画
事
件

(

�)

、
ウ
ル
グ
ア
イ
河
パ
ル
プ
工
場
事
件

(

))

等
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
が
紛
争
解
決
の
重
要
な
手
段
と
し
て
利
用
さ
れ
て

き
た
。

論 説
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国
際
河
川
法
の
分
野
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
諸
機
関
の
他
に
、
同
分
野
固
有
の
機
関
と
し
て
世
界
各
地
に
国
際
河
川
委
員
会
な
る
組

織
が
設
立
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
も
ま
た
留
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
国
際
河
川
委
員
会
の
起
源
は
、
一
八
一
五
年
六
月
九
日
に
ウ
ィ
ー

ン
会
議
最
終
議
定
書
附
属
書
一
六
Ｂ
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
、
航
行
又
は
関
連
す
る
諸
問
題
に
関
す
る
規
則
の
策
定
及
び
共
通
規
則
の
履

行
監
視
等
を
任
務
と
す
る

｢

ラ
イ
ン
河
航
行
中
央
委
員
会

(
C

e
n

tral
C

o
m

m
issio

n
fo

r
th

e
N

av
ig

atio
n

o
f

th
e

R
h

in
e)｣

に
ま
で
遡

る

(

�)

。
航
行
的
利
用
の
管
理
を
任
務
と
す
る
国
際
河
川
委
員
会
は
、
そ
の
後
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
中
心
に
、
一
八
二
一
年
に
は
エ
ル
ベ
河

で
、
三
九
年
に
は
シ
ェ
ル
ト
河
で
、
そ
し
て
五
六
年
に
は
ダ
ニ
ュ
ー
ブ
河
で
断
続
的
に
設
立
さ
れ
た

(

�)

。
他
方
、
北
米
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と

状
況
を
異
に
す
る
。
一
九
〇
九
年
一
月
一
一
日
に
ア
メ
リ
カ
と
カ
ナ
ダ

(

当
時
は
イ
ギ
リ
ス)

の
間
で
締
結
さ
れ
た

｢

国
境
水
条
約

(
B

o
u

n
d

ary
W

ate
rs

T
re

aty)
(

�)｣
に
基
づ
い
て
設
立
さ
れ
た

｢

国
際
合
同
委
員
会

(
In

te
rn

atio
n

al
Jo

in
t

C
o

m
m

issio
n
:

以
下

｢

Ｉ
Ｊ

Ｃ｣

と
い
う)｣

は
、
航
行
的
利
用
の
み
な
ら
ず
、
灌
漑
等
に
よ
る
農
業
利
用
、
水
力
発
電
・
ダ
ム
建
設
等
の
商
業
利
用
、
消
費
・
レ

ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
等
の
国
内
社
会
利
用
の
よ
う
な
非
航
行
的
利
用
の
管
理
を
も
任
務
と
し
た

(

�)

。
現
在
、
地
球
上
に
は
少
な
く
と
も
一
一

九
の
国
際
河
川
委
員
会
が
存
立
し
て
お
り

(

�)

、
そ
の
多
く
が
非
航
行
的
利
用
に
関
す
る
任
務
を
遂
行
し
て
い
る

(

�)

。
国
際
河
川
委
員
会
の
任

務
は
条
約
毎
に
多
岐
に
わ
た
り
、
そ
の
定
式
化
は
容
易
で
は
な
い
が
、
マ
カ
フ
リ
ー

(
M

cC
affre

y)

は
、
一
九
九
七
年
採
択
の

｢

国

際
水
路
の
非
航
行
的
利
用
の
法
に
関
す
る
条
約

(

以
下

｢
国
連
水
路
条
約｣

と
い
う

(

�))｣

の
起
草
作
業
の
中
で
、
以
下
の
よ
う
な
類
型

化
を
試
み
た
。
す
な
わ
ち
、(

ａ)

条
約
義
務
の
実
施
、(

ｂ)
日
常
的
な
対
話
の
促
進
及
び
デ
ー
タ
・
情
報
交
換
、(

ｃ)

国
際
河
川

の
継
続
的
監
視
、(

ｄ)

国
際
河
川
の
複
合
的
か
つ
総
合
的
な
開
発
の
計
画
・
立
案
、(

ｅ)

国
際
河
川
の
利
用
及
び
保
護
に
関
す
る
流

域
国
の
決
定
の
提
案
・
実
施
、(

ｆ)

汚
染
そ
の
他
環
境
影
響
に
関
す
る
警
告
及
び
管
理
制
度
の
提
案
・
実
施
、(

ｇ)

事
実
調
査
及
び

紛
争
の
平
和
的
解
決

(

	)

。

こ
の
分
類
に
従
え
ば
、
本
稿
は
、
国
際
河
川
委
員
会
の
種
々
の
任
務
の
中
で
も
、
と
り
わ
け

(

ｇ)

の
役
割
を
検
討
の
対
象
と
す
る

国際河川委員会における国境水紛争処理制度の意義と課題 (一)
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も
の
で
あ
る
。
国
際
河
川
委
員
会
の
紛
争
処
理
機
能
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
も
幾
人
か
の
論
者
に
よ
っ
て
そ
の
有
用
性
が
指
摘
さ
れ

て
き
た
。
例
え
ば
、
ス
ミ
ス

(
S

m
ith)

は
、
あ
ら
ゆ
る
河
系
の
適
切
な
利
用
か
ら
生
じ
る
諸
問
題
が
頻
繁
に
発
生
す
る
可
能
性
が
高

い
場
合
に
は
、
そ
れ
ら
あ
ら
ゆ
る
諸
問
題
に
対
処
す
る
た
め
に
、｢

常
設
国
際
委
員
会

(
p

e
rm

an
e

n
t

in
te

rn
atio

n
al

co
m

m
issio

n
s)｣

が
設
立
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
述
べ

(

�)

、
ま
た
、
イ
ー
グ
ル
ト
ン(

E
ag

le
to

n)

は
、
状
況
に
応
じ
て｢

管
理
機
構(

ad
m

in
istrativ

e
m

a-

ch
in

e
ry)｣

を
設
立
す
る
必
要
性
を
指
摘
し
、
同
機
構
に
よ
る
問
題
の
解
決
が
不
可
欠
で
あ
る
と
指
摘
し
た

(

�)

。
さ
ら
に
、
マ
カ
フ
リ
ー

は
、｢

国
際
水
路
の
利
用
に
関
し
て
紛
争
が
発
生
し
た
場
合
に
、
一
般
に
、
事
実
調
査
を
実
施
す
る
た
め
に
最
善
の
設
備
を
備
え
て
い

る
の
は
専
門
家
集
団

と
り
わ
け
既
に
設
立
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
共
同
委
員
会

(
jo

in
t

co
m

m
issio

n
s)

で
あ
り
、
関
係

諸
国
の
義
務
に
関
す
る
諸
問
題
を
解
決
す
る
の
に
最
適
な
場
所
に
位
置
し
て
さ
え
い
る
。
…
…
た
と
え
そ
の
よ
う
な
機
関
が
設
立
さ
れ

て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
正
式
な
紛
争
解
決
手
続
に
訴
え
る
前
に
、
可
能
な
限
り
、
技
術
的
な
レ
ベ
ル
で
あ
ら
ゆ
る
見
解
の
不
一
致

の
解
決
を
試
み
る
こ
と
が
賢
明
で
あ
る
(

�)
。｣
と
説
き
、｢

国
際
水
路
紛
争
は
、
調
査
・
報
告
を
求
め
て
諸
問
題
を
専
門
家
に
付
託
す
る
こ

と
で
、
し
ば
し
ば
最
も
効
果
的
に
回
避
・
解
決
さ
れ
る
だ
ろ
う

(

�)

。｣

と
結
論
づ
け
た
。
ま
た
、
実
際
に
も
、
ラ
ヌ
ー
湖
事
件
、
ミ
ュ
ー

ズ
河
分
水
事
件
、
ガ
ッ
ト
・
ダ
ム
事
件
、
ガ
ブ
チ
コ
ヴ
ォ
事
件
、
パ
ル
プ
工
場
事
件
で
は
、
国
際
裁
判
所
へ
の
提
訴
前
に
各
種
国
際
河

川
委
員
会
で
紛
争
解
決
が
模
索
さ
れ
て
き
た

(

�)

。
さ
ら
に
、
ガ
ブ
チ
コ
ヴ
ォ
事
件
及
び
パ
ル
プ
工
場
事
件
に
お
い
て
、
裁
判
所
は
紛
争
当

事
国
間
に
設
立
さ
れ
た
国
際
河
川
委
員
会
の
紛
争
処
理
機
能
を
重
要
視
す
る
判
示
を
行
っ
た

(

�)

。

こ
の
よ
う
に
、
今
日
、
国
際
河
川
委
員
会
の
紛
争
処
理
機
能
に
注
目
が
集
ま
っ
て
い
る
状
況
に
あ
る
と
言
え
る
。
そ
れ
で
は
、
そ
の

実
際
上
の
効
果
は
如
何
ほ
ど
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
果
た
し
て
国
際
河
川
委
員
会
に
よ
る
紛
争
処
理
は
有
効
に
機
能
し
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
国
際
河
川
委
員
会
の
紛
争
処
理
制
度
の
実
際
上
の
機
能
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
十
分
な
研
究
が
な
さ
れ
て
き
た

と
は
言
い
難
い
。
そ
の
点
、
Ｉ
Ｊ
Ｃ
は
、
一
九
一
二
年
以
来
継
続
し
て
活
動
を
行
っ
て
お
り
、
非
航
行
的
利
用
の
任
務
を
主
眼
と
す
る

論 説
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国
際
河
川
委
員
会
と
し
て
、
そ
の
歴
史
は
最
も
古
く
、
こ
れ
ま
で
に
ア
メ
リ
カ
・
カ
ナ
ダ
両
政
府
か
ら
一
二
二
件
の
申
請
・
付
託
を
受

理
し
審
理
を
行
っ
て
き
た

(
D

o
ck

e
t

N
o

s.
1

�12
2
(

�))

。
両
政
府
が
Ｉ
Ｊ
Ｃ
に
付
託
し
た

｢

問
題｣

事
案
は
五
七
件
に
上
り
、
そ
の
う
ち

｢

紛
争｣
に
ま
で
至
っ
た
事
案
は
少
な
く
と
も
七
件
存
在
す
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
Ｉ
Ｊ
Ｃ
を
事
例
と
し
て
取
り
上
げ
、
そ
の
紛
争

処
理
実
践
の
分
析
・
検
討
を
通
じ
て
、
Ｉ
Ｊ
Ｃ
の
国
際
法
上
の
意
義
と
課
題
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
具
体
的
に
は
、

Ｉ
Ｊ
Ｃ
は
、
国
境
水
条
約
上
の
義
務

(

汚
染
防
止
義
務)

を
ど
の
よ
う
に
解
釈
適
用
し
、
そ
れ
が
同
義
務
の
明
確
化
・
具
体
化
に
ど
の

よ
う
に
繋
が
っ
た
か
、
ま
た
、
国
境
水
条
約
の
目
的

(

紛
争
の
解
決)

を
達
成
す
る
た
め
に
、
Ｉ
Ｊ
Ｃ
に
は
ど
の
よ
う
な
制
度
的
・
機

能
的
特
徴
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
か
、
と
の
視
点
か
ら
の
考
察
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
得
ら
れ
た
結
果
は
、
既
に
設
立
さ
れ
て
い
る

か
、
あ
る
い
は
今
後
設
立
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
国
際
河
川
委
員
会
の
紛
争
処
理
制
度
の
有
用
性
を
考
え
る
上
で
も
興
味
深
い
示
唆
を
提
供

し
得
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
実
証
的
研
究
は
、
国
際
河
川
法
に
お
け
る
国
際
河
川
委
員
会
の
位
置
づ
け
、
さ
ら
に
は
、
国
際
法
に
お

け
る
国
際
河
川
法
の
位
置
と
の
関
係
で
も
重
要
と
な
る
。

本
論
に
進
む
前
に
、
用
語
の
定
義
を
行
う
こ
と
と
す
る
。
ま
ず
、
本
稿
で

｢

紛
争｣

と
い
う
場
合
、
Ｐ
Ｃ
Ｉ
Ｊ
が
マ
ヴ
ロ
マ
テ
ィ
ス

事
件
で
示
し
た

｢

二
当
事
者
間
の
法
又
は
事
実
に
関
す
る
不
一
致
、
法
的
見
解
又
は
利
害
の
対
立

(

�)｣

と
の
定
義
に
従
う
こ
と
と
す
る
。

こ
の
定
義
は
、
こ
れ
ま
で
国
際
河
川
法
の
分
野
に
お
い
て
も
採
用
さ
れ
て
き
た

(

�)

。
ま
た
、
本
稿
で
は
、｢

紛
争
処
理｣

と

｢

紛
争
解
決｣

を
次
の
よ
う
に
区
別
し
て
用
い
る
こ
と
と
す
る
。
一
般
に
条
約
等
の
国
際
文
書
に
お
い
て
は
、
し
ば
し
ば
、“

d
isp

u
te

se
ttle

m
e

n
t”

と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
、
そ
れ
は
通
常

｢

紛
争
解
決｣

と
訳
さ
れ
る
が
、
国
境
水
紛
争
が
国
際
河
川
委
員
会
に
よ
っ
て

｢

処
理｣

さ

れ
た
と
し
て
も
そ
の
こ
と
が
常
に
紛
争
を

｢

解
決｣

に
至
ら
し
め
る
と
は
限
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
は
、｢

紛
争
の
処
理
は
、

紛
争
に
対
す
る
働
き
か
け
行
為
な
い
し
過
程
を
指
す
の
に
対
し
、
紛
争
の
解
決
は
紛
争
処
理
と
い
う
働
き
か
け
の
結
果
で
あ
り
、
紛
争

が
解
消
さ
れ
た
状
態
を
い
う

(

�)｣

と
の
宮
野
教
授
の
定
義
に
従
う
こ
と
と
す
る
。
ま
た
、
本
稿
で
は
、｢

紛
争｣

と

｢

問
題｣

を
区
別
し

国際河川委員会における国境水紛争処理制度の意義と課題 (一)
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て
取
り
扱
い
、
後
者
は
必
ず
し
も
前
述
の
紛
争
の
定
義
に
あ
る
よ
う
な
法
・
事
実
に
関
す
る
不
一
致
や
法
的
見
解
・
利
害
の
対
立
が
存

す
る
場
合
に
限
ら
れ
な
い
も
の
と
解
す
る
。

本
稿
の
構
成
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
ま
ず
、
第
一
章
で
は
、
各
種
国
際
文
書
に
よ
っ
て
紛
争
処
理
権
限
を
授
権
さ
れ
た
国
際
河
川

委
員
会
に
は
如
何
な
る
も
の
が
あ
る
か
そ
の
全
体
像
を
概
観
す
る
。
次
に
、
第
二
章
で
は
、
そ
の
中
で
も
Ｉ
Ｊ
Ｃ
に
焦
点
を
あ
て
、
そ

の
構
成
及
び
任
務
・
権
限
を
確
認
し
た
上
で
、｢

問
題｣

の
付
託
・
処
理
状
況
を
明
ら
か
に
し
、
さ
ら
に
、
そ
の
う
ち

｢

紛
争｣

に
ま

で
至
っ
た
七
件
の
事
例
分
析
を
行
う
。
以
上
の
分
析
結
果
を
踏
ま
え
て
、
第
三
章
で
は
、
紛
争
処
理
機
関
と
し
て
の
Ｉ
Ｊ
Ｃ
の
意
義
と

課
題
に
つ
い
て
検
討
を
行
い
、
本
稿
の
結
び
と
す
る
。

第
一
章

紛
争
処
理
機
能
を
有
す
る
国
際
河
川
委
員
会
の
創
設

第
一
節

国
際
決
議

ま
ず
、
万
国
国
際
法
学
会

(
In

stitu
t

d
e

D
ro

it
In

te
rn

atio
n

al:

以
下

｢

Ｉ
Ｄ
Ｉ｣

と
い
う)

は
、
一
九
一
一
年
四
月
の
マ
ド
リ
ッ

ド
決
議
で
、｢

関
係
国
は
、
施
設
の
新
規
建
設
又
は
既
存
の
施
設
の
変
更
に
際
し
て
、
他
国
に
重
大
な
結
果
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ

る
と
き
は
、
常
設
の
合
同
委
員
会

(
p

e
rm

an
e

n
t

jo
in

t
co

m
m

issio
n

s)

を
設
置
し
、
同
委
員
会
が
決
定
を
下
す
か
、
あ
る
い
は
少
な

く
と
も
意
見
を
述
べ
る
こ
と
を
勧
告
す
る

(

�)｣

と
し
た
。
こ
の
決
議
は
、
施
設
の
建
設
を
巡
っ
て
他
国
に
重
大
な
損
害
発
生
の
危
険
が
存

す
る
紛
争
発
生
時
に
、
か
か
る
紛
争
の
処
理
を
国
際
河
川
委
員
会
に
委
任
し
た
初
の
決
議
と
し
て
注
目
に
値
す
る
。
そ
の
後
、
Ｉ
Ｄ
Ｉ

は
、
一
九
六
一
年
九
月
の
ザ
ル
ツ
ブ
ル
ク
決
議
に
お
い
て
、｢

と
り
わ
け
流
域
に
利
害
を
有
す
る
諸
国
家
が
、
経
済
発
展
を
促
進
し
、

か
つ
紛
争
の
防
止
・
解
決
を
目
的
と
し
た
利
用
計
画
を
策
定
す
る
た
め
に
共
同
機
関

(
co

m
m

o
n

o
rg

an
s)

を
設
立
す
る
こ
と
が
適
っ

て
い
る
か
を
調
査
す
る
こ
と
を
勧
告

(

�)｣

し
た
。
こ
こ
で
は
、
流
域
諸
国
間
に
生
じ
る
紛
争
を
解
決
す
る
た
め
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
し
て
国

論 説
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際
河
川
委
員
会
が
有
用
た
り
得
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。

次
に
、
国
際
法
協
会

(
In

te
rn

atio
n

al
L

aw
A

sso
ciatio

n
:

以
下

｢

Ｉ
Ｌ
Ａ｣

と
い
う)

は
、
一
九
六
〇
年
八
月
の
ハ
ン
ブ
ル
ク
決

議
に
お
い
て
、｢

交
渉
に
よ
っ
て
合
意
に
至
ら
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
諸
国
家
は
解
決
を
求
め
て
努
力
す
る
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
な
委
員
会

を
設
立
す
る
こ
と
に
合
意
す
る

(

�)｣

と
し
、
恒
久
的
・
永
続
的
で
は
な
い
も
の
の
、
国
際
河
川
委
員
会
が
紛
争
処
理
機
関
と
し
て
機
能
す

る
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
Ｉ
Ｌ
Ａ
は
、
一
九
六
六
年
に
国
際
河
川
分
野
の
法
典
化
文
書
で
あ
る
ヘ
ル
シ
ン
キ
規
則
を
採
択

し
た

(

�)

。
本
規
則
は
、
一
九
四
五
年
以
降
、
就
中
、
イ
ン
ド
＝
パ
キ
ス
タ
ン
間
の
イ
ン
ダ
ス
河
を
巡
る
紛
争
、
エ
ジ
プ
ト
＝
ス
ー
ダ
ン
間

の
ナ
イ
ル
河
を
巡
る
紛
争
、
イ
ス
ラ
エ
ル
と
隣
国
と
の
間
の
ヨ
ル
ダ
ン
河
を
巡
る
紛
争
、
ア
メ
リ
カ
＝
カ
ナ
ダ
間
の
コ
ロ
ン
ビ
ア
河
を

巡
る
紛
争
に
憂
慮
し
、
国
際
河
川
の
利
用
に
適
用
可
能
な
国
際
法
の
権
威
あ
る
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
を
公
表
す
る
た
め
採
択
さ
れ
る
に
至
っ

た
も
の
で
あ
る

(

�)

。
ヘ
ル
シ
ン
キ
規
則
は
、
第
六
章

｢

紛
争
の
防
止
及
び
解
決
手
続｣

で
、｢

国
際
河
川
流
域
水
の
現
在
又
は
将
来
の
利

用
に
関
し
て
問
題
又
は
紛
争
が
発
生
す
る
場
合
、
流
域
国
は
、
か
か
る
問
題
又
は
紛
争
を
共
同
機
関

(
jo

in
t

ag
e

n
cy)

に
付
託
す
る

よ
う
勧
告
し
、
ま
た
、
共
同
機
関
に
対
し
て
、
国
際
河
川
流
域
を
調
査
し
、
あ
ら
ゆ
る
流
域
国
の
利
益
の
た
め
に
そ
れ
を
最
大
限
か
つ

最
も
効
率
的
に
利
用
す
る
計
画
又
は
勧
告
を
作
成
す
る
こ
と
を
要
請
す
る
よ
う
勧
告
す
る

(

�)｣

と
規
定
し
た
。
コ
メ
ン
タ
リ
ー
は
、
当
該

規
定
の
導
入
に
あ
た
っ
て
、
国
際
河
川
紛
争
は
高
度
に
複
雑
か
つ
専
門
性
の
高
い
性
格
を
帯
び
る
が
故
に
、
各
分
野
の
専
門
家
で
構
成

さ
れ
る
共
同
機
関
で
解
決
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
旨
述
べ
、
さ
ら
に
国
家
実
行
も
そ
の
こ
と
を
裏
づ
け
て
い
る
と
し
、
そ
の
注
目
す

べ
き
事
例
と
し
て

｢

Ｉ
Ｊ
Ｃ｣

に
言
及
し
た

(

�)

。
こ
の
こ
と
か
ら
、
ヘ
ル
シ
ン
キ
規
則
は
、
紛
争
処
理
機
関
と
し
て
の
国
際
河
川
委
員
会

の
役
割
を
明
確
に
承
認
し
た
重
要
な
決
議
文
書
と
言
え
る
。
そ
の
後
、
ヘ
ル
シ
ン
キ
規
則
の
改
訂
を
行
っ
た
二
〇
〇
四
年
の
ベ
ル
リ
ン

決
議
は
、
第
一
三
章

｢

国
際
水
紛
争
の
解
決｣

に
お
い
て
、
事
実
に
関
し
て
紛
争
が
発
生
し
て
い
る
場
合
に
、
事
実
調
査
委
員
会
を
設

置
し
、
か
か
る
事
実
の
調
査
・
決
定
の
実
施
を
紛
争
当
事
国
に
義
務
づ
け
た
こ
と
か
ら

(
�)

、
こ
こ
に
も
、
紛
争
処
理
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
し
て

国際河川委員会における国境水紛争処理制度の意義と課題 (一)
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の
国
際
河
川
委
員
会
の
役
割
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
諸
決
議
に
よ
る
、
紛
争
処
理
機
能
を
有
す
る
国
際
河
川
委
員
会
の
設
立

要
請
は
、
次
に
示
す
通
り
一
般
的
・
地
域
的
条
約
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
て
き
た
。

第
二
節

条

約

国
際
水
路
の
一
般
的
・
枠
組
条
約
で
あ
る
一
九
九
七
年
の
国
連
水
路
条
約
は
、
第
二
四
条
一
項
で
、｢

水
路
国
は
、
い
ず
れ
か
の
国

が
要
請
す
る
場
合
に
は
、
共
同
管
理
機
構

(
jo

in
t

m
an

ag
e

m
e

n
t

m
e

ch
an

ism
)

を
設
立
す
る
可
能
性
を
含
め
て
、
国
際
水
路
の
管
理

に
関
す
る
協
議
に
入
る

(
�)｣

こ
と
を
規
定
し
た
。
ま
た
、
紛
争
解
決
手
続
を
定
め
る
第
三
三
条
で
は

(

�)

、
い
ず
れ
か
の
関
係
当
事
国
の
交
渉

要
請
時
か
ら
六
ヶ
月
を
経
過
し
て
も
、
交
渉
又
は
共
同
管
理
機
構
を
含
む
そ
の
他
あ
ら
ゆ
る
平
和
的
解
決
手
段
に
よ
っ
て
解
決
で
き
な

か
っ
た
場
合
に
は
、
当
事
国
が
別
段
の
合
意
を
し
な
い
限
り
、
い
ず
れ
か
の
紛
争
当
事
国
の
要
請
に
よ
っ
て

｢

事
実
調
査
委
員
会

(
F

act-fin
d

in
g

C
o

m
m

issio
n)｣

に
付
託
さ
れ
る
と
し

(

�)

、
同
委
員
会
へ
の
強
制
付
託
が
承
認
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
こ
の
付
託
を
受
け
て
、

委
員
会
は
、｢

調
査
結
果

(
fin

d
in

g)

及
び
理
由

(
re

aso
n)

並
び
に
紛
争
の
衡
平
な
解
決
に
と
っ
て
適
切
と
考
え
る
勧
告

(
re

co
m

-

m
e

n
d

atio
n

s)｣

を
記
し
た

｢

報
告
書
を
多
数
決
に
よ
っ
て
採
択
し
、
そ
れ
を
関
係
当
事
国
に
提
出｣

す
る
こ
と
を
任
務
と
し
、｢

関
係

当
事
国
は
こ
れ
を
誠
実
に
考
慮｣

す
る
義
務
を
負
う
も
の
と
さ
れ
た

(

�)

。

そ
れ
で
は
、
地
域
的
条
約
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
条
約
に
よ
っ
て
紛
争
処
理
権
限
を
付
与
さ
れ
た
北
米
の
国

際
河
川
委
員
会
の
代
表
例
と
し
て
、
本
稿
が
検
討
の
対
象
と
す
る

｢
Ｉ
Ｊ
Ｃ｣

を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
そ
れ
以
外
に
も
、

一
九
四
四
年
に
ア
メ
リ
カ
＝
メ
キ
シ
コ
間
で
締
結
さ
れ
た
コ
ロ
ラ
ド
河
、
テ
ィ
フ
ア
ナ
河
及
び
リ
オ
・
グ
ラ
ン
デ
河
利
用
条
約
は
、

｢

国
境
水
委
員
会

(
In

te
rn

atio
n

al
B

o
u

n
d

ary
an

d
W

ate
r

C
o

m
m

issio
n
:

以
下

｢

Ｉ
Ｂ
Ｗ
Ｃ｣

と
い
う)｣

に
、｢

両
政
府
の
承
認
を

得
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
本
条
約
の
解
釈
又
は
適
用
に
関
し
て
両
政
府
間
に
生
じ
る
あ
ら
ゆ
る
見
解
の
不
一
致
を
解
決
す
る

(

�)｣

権
限

論 説
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を
授
権
し
、
そ
れ
は

｢

覚
書

(
M

in
u

te)｣

の
形
で
記
録
さ
れ
る
と
し
た

(

�)

。
こ
う
し
て
締
結
さ
れ
た
覚
書
は
、
委
員
に
よ
る
署
名
後
三

日
以
内
に
両
政
府
に
送
付
さ
れ
、
署
名
の
日
か
ら
三
〇
日
以
内
に
異
議
申
立
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
、
両
政
府
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
も

の
と
看
做
さ
れ
る

(

�)

。
他
方
、
南
米
の
国
際
河
川
委
員
会
と
し
て
、
ウ
ル
グ
ア
イ
＝
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
間
で
締
結
さ
れ
た
、
ラ
プ
ラ
タ
河
条

約

(

一
九
七
三
年)

の

｢

ラ
プ
ラ
タ
河
管
理
委
員
会

(�
��

�����
A

d
m

in
istrad

o
ra

d
e

l
	

�

d
e

la
P

lata)｣

及
び
ウ
ル
グ
ア
イ
河
規

程

(

一
九
七
五
年)

の

｢

ウ
ル
グ
ア
イ
河
管
理
委
員
会

(�
��

�����
A

d
m

in
istrad

o
ra

d
e

l
	

�

U
ru

g
u

ay)｣

に
は
、
各
々
の
河
川
に

関
し
て
当
事
国
の
間
に
発
生
し
た
紛
争
に
つ
き
、
い
ず
れ
か
一
方
の
当
事
国
の
要
請
に
よ
っ
て

｢

調
停｣

を
実
施
す
る
権
限
が
付
与
さ

れ
た

(

�)

。
次
に
、
ア
ジ
ア
の
条
約
と
し
て
、
一
九
六
〇
年
の
イ
ン
ド
＝
パ
キ
ス
タ
ン
間
の
イ
ン
ダ
ス
河
水
利
条
約
は
次
の
よ
う
な
詳
細
な
紛
争

解
決
手
続
を
用
意
し
た
。
す
な
わ
ち
、｢

常
設
イ
ン
ダ
ス
委
員
会

(
P

e
rm

an
e

n
t

In
d

u
s

C
o

m
m

issio
n)｣

は
、｢

本
条
約
の
解
釈
・
適

用
に
関
し
て
両
当
事
国
の
間
に
生
じ
る
あ
ら
ゆ
る
問
題
、
又
は
本
条
約
の
違
反
を
構
成
し
得
る
あ
ら
ゆ
る
事
実｣

を
調
査
し
、
か
か
る

問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
努
力
す
る

(

�)

。
委
員
会
に
よ
っ
て
解
決
に
至
ら
な
か
っ
た
場
合
に
は
、｢

見
解
の
不
一
致｣

が
生
じ
た
も
の
と

看
做
さ
れ
る

(

�)

。
か
か
る

｢

見
解
の
不
一
致｣

が
附
属
書
Ｆ

(

第
Ⅰ
部)

に
掲
げ
る
技
術
的
事
項
に
該
当
す
る
と
委
員
に
よ
っ
て
判
断
さ

れ
た
場
合
に
は
、
い
ず
れ
か
一
方
の
委
員
の
要
請
に
従
い
、
高
い
技
能
を
有
す
る
エ
ン
ジ
ニ
ア
た
る

｢

中
立
専
門
家

(
N

e
u

tral

E
x

p
e

rt)｣

が
そ
れ
を
処
理
す
る

(

�)

。
他
方
、
か
か
る

｢

見
解
の
不
一
致｣

が
中
立
専
門
家
に
付
託
さ
れ
な
か
っ
た
か
、
あ
る
い
は
中
立

専
門
家
が
か
か
る

｢

見
解
の
不
一
致｣

を

｢

紛
争｣

と
認
定
し
た
場
合
、｢

紛
争｣

が
発
生
し
た
と
看
做
さ
れ

(

�)

、
委
員
会
は
、
い
ず
れ

か
一
方
の
委
員
の
要
請
に
従
い
、
そ
の
事
実
を
速
や
か
に
両
当
事
国
政
府
に
報
告
す
る

(

	)

。
か
か
る

｢

紛
争｣

は
、
委
員
会
に
よ
り
提
出

さ
れ
た
報
告
書
に
基
づ
い
て
当
事
国
間
の
交
渉
又
は
仲
介
に
よ
っ
て
解
決
が
模
索
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
も
解
決
に
至
ら
な
い
場
合
に

は
、
い
ず
れ
か
一
方
の
当
事
国
の
要
請
に
従
い
仲
裁
に
提
訴
さ
れ
る

(


)

。
ま
た
、
こ
れ
以
外
に
も
、
一
九
九
五
年
の
メ
コ
ン
河
協
定
は
、

国際河川委員会における国境水紛争処理制度の意義と課題 (一)
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｢

メ
コ
ン
河
委
員
会

(
M

e
k

o
n

g
R

iv
e

r
C

o
m

m
issio

n)｣

に
、
当
該
協
定
の
二
又
は
そ
れ
以
上
の
当
事
者
の
間
に
生
じ
る
相
違
又
は
紛

争
の
解
決
の
た
め
に
あ
ら
ゆ
る
努
力
を
払
う
こ
と
を
義
務
づ
け
た

(

�)

。
そ
の
他
に
も
、
紛
争
処
理
権
限
を
授
権
さ
れ
た
国
際
河
川
委
員
会

と
し
て
、
一
九
九
六
年
の
イ
ン
ド
＝
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
間
の
ガ
ン
ジ
ス
水
共
有
条
約
の

｢

合
同
河
川
委
員
会

(
Jo

in
t

R
iv

e
rs

C
o

m
m

issio
n

(
�))｣

や
、
一
九
九
七
年
の
ネ
パ
ー
ル
＝
イ
ン
ド
間
の
マ
ハ
カ
リ
河
総
合
開
発
条
約
の

｢

マ
ハ
カ
リ
河
委
員
会

(
M

ah
ak

ali

R
iv

e
r

C
o

m
m

issio
n

(

�))｣

等
が
あ
る
。

さ
ら
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
条
約
と
し
て
、
一
九
六
六
年
の
ド
イ
ツ
＝
オ
ー
ス
ト
リ
ア
＝
ス
イ
ス
間
の
コ
ン
ス
タ
ン
ス
湖
取
水
規
制
協

定
は
、
同
協
定
上
の
不
一
致
を
審
議
す
る
た
め
に

｢

協
議
委
員
会

(
co

n
su

ltativ
e

co
m

m
itte

e)｣

へ
の
問
題
の
付
託
を
認
め
た

(

�)

。
一

九
六
〇
年
の
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
＝
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
間
の
境
界
紛
争
解
決
協
定
は
、｢

境
界
委
員
会

(
F

ro
n

tie
r

C
o

m
m

issio
n)｣

に
、
境

界
紛
争
解
決
の
た
め
に
あ
ら
ゆ
る
措
置
を
と
る
義
務
を
賦
課
し

(

�)

、
そ
れ
に
よ
る
決
定
は
拘
束
力
を
有
し
か
つ
最
終
的
な
地
位
を
有
す
る

と
し
た

(

�)

。
ま
た
、
一
九
六
四
年
の
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
＝
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
間
の
水
路
協
定
は
、
同
協
定
の
解
釈
適
用
か
ら
生
じ
る
見
解
の
不

一
致
の
解
決
権
限
を

｢

水
路
委
員
会

(
W

ate
rco

u
rse

s
C

o
m

m
issio

n)｣

に
授
権
し
た

(

�)

。
さ
ら
に
、
一
九
九
四
年
の
ダ
ニ
ュ
ー
ブ
河
条

約
は
、
本
条
約
の
解
釈
又
は
適
用
に
関
し
て
二
又
は
そ
れ
以
上
の
締
約
国
間
で
紛
争
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
締
約
国
は
、｢

必
要
に

応
じ
て
国
際
委
員
会
の
支
援
を
受
け｣

、
交
渉
又
は
そ
の
他
の
紛
争
解
決
手
段
に
よ
っ
て
解
決
を
模
索
す
る
こ
と
を
規
定
し
た

(

	)

。
そ
の

他
に
も
、
二
〇
〇
二
年
の
ボ
ス
ニ
ア
＝
ク
ロ
ア
チ
ア
＝
ス
ロ
ベ
ニ
ア
＝
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
間
の
サ
バ
河
流
域
枠
組
協
定
は
、
紛
争
当
事

国
が
紛
争
の
解
決
を
要
請
し
た
時
か
ら
六
ヶ
月
を
経
過
し
て
も
解
決
に
至
ら
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
関
係
当
事
国
は
独
立
し
た
事
実
調

査
委
員
会
の
設
立
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
、
前
述
の
国
連
水
路
条
約
と
類
似
の
制
度
を
設
け
た

(


)

。

最
後
に
、
ア
フ
リ
カ
で
は
、
一
九
六
四
年
の
チ
ャ
ド
流
域
条
約
が
、｢

チ
ャ
ド
流
域
委
員
会

(
C

h
ad

B
asin

C
o

m
m

issio
n)｣

に
、

同
条
約
の
解
釈
・
実
施
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
紛
争
を
解
決
す
る
権
限
を
授
権
し
た

(
�)

。
ま
た
、
二
〇
〇
〇
年
の
南
部
ア
フ
リ
カ
開
発
共
同

論 説
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体

(

Ｓ
Ａ
Ｄ
Ｃ)

改
正
議
定
書
は
、
共
有
水
路
か
ら
生
じ
る
潜
在
的
紛
争
を
解
決
す
る
た
め
に

｢

水
閣
僚
委
員
会

(
C

o
m

m
itte

e
o

f

W
ate

r
M

in
iste

rs)｣

に
支
援
提
供
の
任
務
を
付
与
し
た

(

�)

。

第
三
節

小

括

世
界
人
口
の
増
加
と
そ
れ
に
伴
う
都
市
化
・
工
業
化
の
進
展
、
汚
染
の
深
刻
化
、
気
候
変
動
や
異
常
気
象
の
影
響
に
よ
り
、
こ
れ
ま

で
世
界
各
地
の
国
際
河
川
で
紛
争
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
き
た
。
こ
れ
ら
国
際
河
川
紛
争
は
複
雑
か
つ
高
度
に
専
門
的
な
性
格
を
有
す
る
。

そ
れ
故
、
前
に
見
た
よ
う
に
多
く
の
国
際
決
議
で
国
際
河
川
委
員
会
を
通
じ
た
紛
争
処
理
制
度
整
備
の
要
請
が
な
さ
れ
、
実
際
に
も
各

種
条
約
に
よ
っ
て
そ
の
要
請
が
充
足
さ
れ
て
き
た
。
中
で
も
特
に
留
意
す
べ
き
は
、
国
際
河
川
委
員
会
の
紛
争
解
決
機
能
を
明
確
に
認

識
す
る
に
至
っ
た
ヘ
ル
シ
ン
キ
規
則
が
そ
の
規
定
導
入
の
根
拠
と
し
て
、
コ
メ
ン
タ
リ
ー
の
中
で

｢

Ｉ
Ｊ
Ｃ｣

の
活
動
に
言
及
し
て
い

た
こ
と
で
あ
る
。
他
方
、
国
際
河
川
委
員
会
を
通
じ
て
紛
争
処
理
を
行
う
義
務
が
慣
習
国
際
法
と
し
て
結
晶
化
し
て
い
る
か
否
か
に
つ

い
て
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
未
だ
消
極
的
に
解
せ
ざ
る
を
得
な
い

(

�)

。
以
下
で
は
非
航
行
的
利
用
を
扱
う
国
際
河
川
委
員
会
と
し
て
は
最
も

歴
史
が
古
く
、
加
え
て
こ
れ
ま
で
最
も
活
発
に
活
動
を
展
開
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る

｢

Ｉ
Ｊ
Ｃ｣

を
事
例
と
し
て
取
り
上
げ
、
そ
の
紛

争
処
理
機
能
の
意
義
と
限
界
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
こ
の
よ
う
な
考
察
は
、
国
際
河
川
委
員
会
の
紛
争
処
理
制
度
を
擁
す
る
前
述
の
各

種
条
約
の
実
際
の
運
用
に
示
唆
を
提
供
し
得
る
と
考
え
ら
れ
る
。

第
二
章

Ｉ
Ｊ
Ｃ
に
よ
る
紛
争
処
理
実
践

第
一
節

Ｉ
Ｊ
Ｃ
の
構
成
及
び
任
務
・
権
限

ア
メ
リ
カ
と
カ
ナ
ダ
は
、
お
よ
そ
八
八
〇
〇
㎞
に
わ
た
っ
て
国
境
線
を
共
有
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
大
小
一
五
〇
の
河
川
・
湖
が
点

国際河川委員会における国境水紛争処理制度の意義と課題 (一)
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在
し
て
お
り
、
世
界
有
数
の
豊
か
な
地
表
淡
水
系
を
形
成
し
て
い
る

(

�)

。
ア
メ
リ
カ
か
ら
カ
ナ
ダ
、
反
対
に
カ
ナ
ダ
か
ら
ア
メ
リ
カ
へ
と

流
れ
る
河
川
の
数
は
ほ
ぼ
等
し
い
割
合
で
存
在
し
て
お
り

(

�)

、
中
に
は
国
境
線
を
蛇
行
し
て
流
れ
る
河
川
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
変
化
に

富
む
国
境
水
を
管
轄
し
て
い
る
の
が
Ｉ
Ｊ
Ｃ
で
あ
る
。
国
境
水
条
約
に
よ
れ
ば
、
国
境
水
と
は
、｢

ア
メ
リ
カ
＝
カ
ナ
ダ
自
治
領
間
の

国
境
沿
い
の
湖
、
河
川
及
び
接
続
水
路
の
岸
か
ら
岸
ま
で
の
水
、
又
は
そ
れ
ら
の
一
部
で
あ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
湾
、
入
江
、
内
海

(

�)｣

を

包
含
す
る
と
定
義
さ
れ
る
が
、｢

自
然
の
流
路
に
お
い
て
、
湖
、
河
川
及
び
水
路
に
流
入
す
る
支
流
の
水
、
そ
こ
か
ら
流
出
す
る
水
、

又
は
国
境
を
跨
い
で
流
れ
る
河
川
の
支
流
の
水

(

�)｣

は
こ
の
限
り
で
な
い
。
ま
た
、
国
境
水
条
約
は
、｢

国
境
水
の
利
用
に
関
す
る
紛
争

を
防
止
し
、
他
方
当
事
国
又
は
そ
の
住
民
の
権
利
、
義
務
又
は
利
益
に
関
す
る
ア
メ
リ
カ
＝
カ
ナ
ダ
自
治
領
間
で
未
解
決
の
国
境
沿
い

の
あ
ら
ゆ
る
問
題
を
解
決
し
、
後
に
生
じ
る
あ
ら
ゆ
る
問
題
を
調
整
・
解
決
す
る
た
め
に
備
え
る
こ
と

(

�)｣

を
目
的
と
す
る
。

国
境
水
条
約
は
第
七
条
で
、
ア
メ
リ
カ
及
び
カ
ナ
ダ
か
ら
三
名
ず
つ
計
六
名
の
委
員
で
構
成
さ
れ
る
Ｉ
Ｊ
Ｃ
の
設
立
を
規
定
し
た

(

�)(

�)。

ま
た
、
ア
メ
リ
カ
の
ワ
シ
ン
ト
ン
Ｄ.
Ｃ.
及
び
カ
ナ
ダ
の
オ
タ
ワ
に
は
、
環
境
、
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
、
法
律
、
行
政
、
情
報
管
理
・
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
、
政
策
、
広
報
等
の
担
当
官
で
構
成
さ
れ
る
事
務
局
が
そ
れ
ぞ
れ
設
置
さ
れ
て
お
り
、
委
員
に
助
言
を
行
う
こ
と
を
主
た
る

任
務
と
す
る

(

	)

。
ア
メ
リ
カ
側
の
委
員
は
上
院
の
助
言
と
承
認
を
得
た
後
、
大
統
領
に
よ
っ
て
選
任
さ
れ
、
カ
ナ
ダ
側
の
委
員
は
首
相
に

よ
っ
て
選
任
さ
れ
る

(


)

。
議
長
は
両
政
府
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
名
ず
つ
選
出
さ
れ
、
共
同
で
議
長
を
務
め
る

(

�)

。
歴
代
の
議
長
に
は
、
法
律
家

や
政
治
家
を
は
じ
め
、
行
政
官
、
外
交
官
、
実
業
家
、
エ
ン
ジ
ニ
ア
等
が
就
任
し
て
き
た

(

�)

。
委
員
は
所
属
す
る
国
家
の
見
解
を
代
表
す

る
こ
と
な
く
、
独
立
性
・
公
平
性
を
保
っ
て
任
務
を
遂
行
す
る
よ
う
指
示
さ
れ
る

(

)

。

国
境
水
条
約
は
Ｉ
Ｊ
Ｃ
の
任
務
・
権
限
と
し
て
以
下
の
四
つ
の
手
続
を
設
け
た
。
第
一
は
、
条
約
第
三
条
・
四
条
に
規
定
さ
れ
る

｢

申
請
＝
承
認
／
不
承
認
手
続｣

で
あ
る
。
こ
れ
は
、(

ａ)

他
方
当
事
国
の
国
境
水
の
自
然
の
水
位
若
し
く
は
流
れ
に
影
響
を
及
ぼ
し

得
る
国
境
水
の
あ
ら
ゆ
る
利
用
・
妨
害
・
分
水
、
又
は

(

ｂ)

国
境
水
か
ら
流
出
す
る
水
若
し
く
は
国
境
を
跨
い
で
流
れ
る
河
川
の
中

論 説
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で
も
国
境
よ
り
低
い
位
置
に
あ
る
水
で
あ
っ
て
相
手
国
の
自
然
の
水
位
の
上
昇
を
引
き
起
こ
す
よ
う
な
、
あ
ら
ゆ
る
修
復
・
補
修
工
事

若
し
く
は
ダ
ム
そ
の
他
障
害
物
の
建
設
・
維
持
に
つ
い
て
、
両
当
事
国
の
間
に
特
別
の
合
意
の
な
い
限
り
Ｉ
Ｊ
Ｃ
の
承
認
を
要
求
す
る

手
続
で
あ
る

(

�)

。
す
な
わ
ち
、
前
記

(

ａ)
(

ｂ)

に
該
当
す
る
活
動
を
実
施
す
る
場
合
に
は
、
原
則
と
し
て
Ｉ
Ｊ
Ｃ
の
承
認
を
得
な
け

れ
ば
な
ら
な
い

(

�)

。
Ｉ
Ｊ
Ｃ
に
よ
る
承
認
は
委
員
の
多
数
決
に
よ
る
も
の
と
さ
れ

(

�)

、
本
手
続
に
よ
っ
て
下
さ
れ
た
決
定
は
、
一
般
に
、
両

当
事
国
を
法
的
に
拘
束
す
る
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る

(

�)

。
な
お
、
委
員
の
見
解
が
可
否
同
数
に
陥
り
委
員
会
と
し
て
一
致
し
た
決
定
を
下

す
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
委
員
は
自
国
政
府
に
個
別
に
報
告
を
行
う

(

�)

。

第
二
の
手
続
は
、
条
約
第
六
条
に
定
め
る
手
続
で
あ
る
。
本
手
続
は
、
灌
漑
・
発
電
の
目
的
で
、
セ
ン
ト
・
マ
リ
ー
河
及
び
ミ
ル
ク

河
並
び
に
そ
れ
ら
の
河
川
の
支
流
の
水
の
衡
平
な
配
分
を
実
現
す
る
た
め
に
、
Ｉ
Ｊ
Ｃ
に
よ
る
指
示
の
下
、
適
切
に
任
命
さ
れ
た
ア
メ

リ
カ
の
開
発
担
当
官
及
び
イ
ギ
リ
ス
の
灌
漑
担
当
官
が
共
同
で
測
量
・
配
分
を
行
う
こ
と
を
任
と
す
る

(

�)

。
し
か
し
、
本
手
続
は
こ
れ
ま

で
に
わ
ず
か
一
度
し
か
利
用
さ
れ
た
こ
と
が
な
く

(

�)

、
Ｉ
Ｊ
Ｃ
の
実
行
上
さ
ほ
ど
重
要
な
位
置
を
占
め
る
も
の
で
は
な
い
。

よ
り
一
層
重
要
な
の
は
、
条
約
第
九
条
の

｢
付
託
＝
調
査
報
告
手
続｣

で
あ
る
。
本
手
続
は
、
前
述
の
第
三
条
・
四
条
の
手
続
と
並

ん
で
盛
ん
に
利
用
さ
れ
て
き
た
手
続
で
あ
り
、
ま
さ
に
本
稿
の
検
討
の
中
心
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
ま
ず
本
手
続
の
枠
組
の

み
を
紹
介
し
、
本
手
続
に
基
づ
く
問
題
処
理
の
流
れ
や
問
題
の
処
理
内
容
等
に
つ
い
て
は
後
述
す
る

(

詳
細
は
本
章
第
二
節
を
参
照)

。

本
手
続
は
、
ア
メ
リ
カ
＝
カ
ナ
ダ
自
治
領
間
の
国
境
に
沿
っ
て
二
国
間
に
生
じ
る
、
他
方
当
事
国
又
は
そ
の
住
民
の
権
利
・
義
務
・
利

益
に
関
す
る

｢

問
題

(
q

u
e

stio
n

s)

又
は
事
項

(
m

atte
rs)｣

(
以
下
纏
め
て

｢

問
題｣

と
い
う)

の
調
査
・
報
告
を
求
め
て
、
い
ず

れ
か
一
方
の
当
事
国
の
要
請
に
基
づ
い
て
Ｉ
Ｊ
Ｃ
に
付
託
す
る
手
続
で
あ
る

(
	)

。
Ｉ
Ｊ
Ｃ
は
、｢

事
実(

facts)｣

及
び｢

状
況(

circu
m

-

stan
ce

s)｣

を
調
査
し
、
全
会
一
致
又
は
多
数
決
に
よ
っ
て
、
適
当
と
思
料
す
る

｢

結
論

(
co

n
clu

sio
n

s)｣

及
び

｢

勧
告

(
re

co
m

-

m
e

n
d

atio
n

s)｣

を
含
む
報
告
書
を
両
当
事
国
に
提
出
す
る

(


)

。
実
行
上
、
本
手
続
は
、
単
な
る

｢

問
題｣

発
生
の
場
合
だ
け
で
な
く
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｢

紛
争｣

の
場
合
に
も
利
用
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
、
本
手
続
で
は
、
実
際
に
は
、
す
べ
て
の
ケ
ー
ス
で
両
当
事
国
の
合
意
に
よ
っ
て
付

託
が
な
さ
れ
て
い
る
。
本
手
続
に
基
づ
く
審
理
の
結
果
と
し
て
提
出
さ
れ
る
結
論
・
勧
告
を
含
む
報
告
書
は
法
的
拘
束
力
を
有
し
な
い

(

�)

。

な
お
、
評
決
で
、
委
員
の
見
解
が
可
否
同
数
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
委
員
は
自
国
政
府
に
個
別
に
報
告
を
行
う

(

�)

。

最
後
の
手
続
は
、
条
約
第
一
〇
条
に
規
定
さ
れ
る

｢

付
託
＝
決
定
手
続｣

で
あ
る
。
本
手
続
は
、
他
方
当
事
国
又
は
そ
の
住
民
の
権

利
・
義
務
・
利
益
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る

｢

問
題

(
q

u
e

stio
n

s)｣

又
は

｢

事
項

(
m

atte
rs)｣

の

｢

決
定

(
d

e
cisio

n)｣

を
求
め
て
、

両
当
事
国
の
合
意
に
よ
っ
て
Ｉ
Ｊ
Ｃ
に
付
託
す
る
手
続
で
あ
る

(

�)

。
Ｉ
Ｊ
Ｃ
は
、
多
数
決
に
よ
っ
て

｢

決
定｣

又
は

｢

調
査
結
果

(
fin

d
-

in
g)｣

を
言
い
渡
す
権
限
を
有
す
る

(

�)

。
本
手
続
で
Ｉ
Ｊ
Ｃ
に
よ
っ
て
下
さ
れ
た
決
定
に
法
的
拘
束
力
が
あ
る
か
否
か
は
条
文
上
明
ら
か

で
な
い
が
、
第
九
条
手
続
の
よ
う
に
仲
裁
の
性
格
を
有
し
な
い
旨
の
文
言
が
存
し
な
い
こ
と
か
ら
、
法
的
拘
束
力
を
有
す
る
と
解
さ
れ

て
き
た

(

�)

。
委
員
の
決
定
が
可
否
同
数
に
陥
っ
た
場
合
に
は
、
委
員
は
両
政
府
に
共
同
で
報
告
書
を
提
出
す
る
か
、
あ
る
い
は
自
国
政
府

に
個
別
に
報
告
書
を
提
出
す
る
運
び
と
な
る
が

(

�)

、
本
手
続
は
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
か
か
る
問
題
又
は
事
項
を
一
九
〇
七
年
の
国
際
紛

争
の
平
和
的
解
決
の
た
め
の
ハ
ー
グ
条
約
第
四
五
条
の
手
続
に
従
っ
て
選
任
さ
れ
た
仲
裁
人
に
付
託
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
、
仲
裁
人

に
最
終
決
定
権
を
付
与
し
た

(

�)

。
こ
の
よ
う
に
、
本
手
続
は
、
超
国
家
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
し
た
点
で
、
第
九
条
手
続
と
は
そ
の
性

格
を
異
に
す
る
。
し
か
し
、
本
手
続
は
こ
れ
ま
で
に
一
度
も
利
用
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
既
に
幾
人
か
の
論
者

に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
法
律
に
精
通
し
た
専
門
家
の
欠
如
、
付
託
に
際
し
て
ア
メ
リ
カ
上
院
の
三
分
の
二
の
承
認
を
得

る
こ
と
の
困
難
さ
、
本
手
続
利
用
の
結
果
生
じ
る
Ｉ
Ｊ
Ｃ
の
事
務
負
担
増
大
へ
の
危
惧
等
に
因
る
と
言
わ
れ
る

(

	)

。
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本
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約
は
未
発
効

(
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〇
一

三
年
九
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二
四
日
現
在)

。
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約
の
発
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に
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。
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(

�)

ガ
ブ
チ
コ
ヴ
ォ
事
件
で
、
裁
判
所
は
、｢

本
件
に
お
い
て
、『

で
き
る
限
り』

違
法
行
為
の
あ
ら
ゆ
る
効
果
を
拭
い
去
る
に
は
、
ダ
ニ
ュ
ー

ブ
河
の
水
資
源
の
利
用
に
つ
い
て
当
事
国
が
協
力
を
開
始
し
、
さ
ら
に
は
水
路
の
利
用
・
開
発
・
保
全
の
た
め
調
整
さ
れ
た
単
体
形
式
に
よ

る
多
目
的
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
衡
平
か
つ
合
理
的
な
か
た
ち
で
実
施
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
当
事
国
に
で
き
る
こ
と
は
、
ガ
ブ
チ
コ
ヴ
ォ
・
ナ
ジ
ュ

マ
ロ
シ
ュ
計
画
で
残
さ
れ
た
部
分
の
共
同
管
理
を
再
構
築
す
る
こ
と
で
あ
る
。｣

(�
������	�-N

a
gym

a
ros

C
ase

,
su

p
ra

n
o

te
(

1
1)

,
p

ara.

1
5

0
.)

と
い
い
、｢

共
同
レ
ジ
ー
ム
の
再
確
立
は
、
国
連
水
路
条
約
第
五
条
二
項
と
合
致
し
て
、
一
九
七
七
年
条
約
の
目
的
を
達
成
す
る
た

め
水
資
源
の
共
同
利
用
と
い
う
概
念
を
最
適
な
方
法
で
反
映
す
る
こ
と
に
な
る
。｣

(
ib

id
.,

p
ara.

1
4

7
.)

と
述
べ
た
。
ま
た
、
パ
ル
プ
工
場

事
件
で
、
裁
判
所
は
、｢

両
当
事
国
が
ウ
ル
グ
ア
イ
河
管
理
委
員
会

(

��

���
A

d
m

in
istrad

o
ra

d
e

l
�
��

U
ru

g
u

ay
:

Ｃ
Ａ
Ｒ
Ｕ)

を
通

じ
た
長
年
に
わ
た
る
効
果
的
な
協
力
及
び
調
整
の
歴
史
を
有
し
て
い
る
こ
と
に
留
意
す
る
。
両
当
事
国
は
、
Ｃ
Ａ
Ｒ
Ｕ
を
通
じ
て
共
同
で
活

動
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ウ
ル
グ
ア
イ
河
の
管
理
及
び
そ
の
環
境
の
保
護
に
お
い
て
真
の
利
益
及
び
権
利
の
共
同
を
確
立
し
て
き
た
。
ま
た
、

両
当
事
国
は
、
Ｃ
Ａ
Ｒ
Ｕ
と
い
う
共
同
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
通
じ
て
、
ウ
ル
グ
ア
イ
河
規
程
に
合
致
す
る
か
た
ち
で
活
動
を
調
整
し
て
き
た
し
、

本
件
が
裁
判
所
に
提
訴
さ
れ
る
ま
で
同
規
程
第
六
〇
条
の
司
法
的
解
決
に
訴
え
る
必
要
を
感
じ
る
こ
と
な
く
、
そ
の
枠
組
の
中
で
両
国
の
見

解
の
不
一
致
に
適
切
な
解
決
策
を
見
出
し
て
き
た
。｣

(
P

u
lp

M
ills

C
ase

,
su

p
ra

n
o

te
(

1
2)

,
p

ara.
2

8
1
.)

と
指
摘
し
、｢

最
適
か
つ
合
理

的
な
利
用｣

と
い
う
ウ
ル
グ
ア
イ
河
規
程
の

｢

目
的
は
、
Ｃ
Ａ
Ｒ
Ｕ
を
通
じ
て
…
…
確
保
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
Ｃ
Ａ
Ｒ
Ｕ
は
そ
の
目

的
を
達
成
す
る
た
め
に
不
可
欠
の

『

共
同
機
関』

で
あ
る
。｣

(
ib

id
.,

p
ara.

1
7

3
.)

と
述
べ
、｢

両
当
事
国
に
は
、
Ｃ
Ａ
Ｒ
Ｕ
を
通
じ
て
協

力
を
継
続
す
る
法
的
義
務
及
び
環
境
を
保
護
し
つ
つ
も
当
該
河
川
の
衡
平
利
用
を
促
進
す
る
た
め
に
必
要
な
手
段
を
Ｃ
Ａ
Ｒ
Ｕ
が
立
案
で
き

る
よ
う
に
す
る
法
的
義
務
が
存
す
る
。｣

(
ib

id
.,

p
ara.

2
6

6
.)

と
判
示
し
た
。
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�)
D

o
ck

e
t

N
o

s.
1

�

1
2

2

に
つ
い
て
は
Ｉ
Ｊ
Ｃ
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
参
照
の
こ
と
。at
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w

w
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ts.

な
お
、

国際河川委員会における国境水紛争処理制度の意義と課題 (一)
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さ
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学
と
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争
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の
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学
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と
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の
一
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年
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解
決

[

第
九
巻]』

(

三
省
堂
、

二
〇
〇
一
年)

三
二
頁
。

(

�)
R

e
so

lu
tio

n
o

n
In

te
rn

atio
n

al
R

e
g

u
latio

n
s

re
g

ard
in

g
th

e
U

se
o

f
In

te
rn

atio
n

al
W

ate
rco

u
rse

s,
A

n
n

u
a

ire
d

e
l’In

stitu
t

d
e

d
roit

in
tern

a
tion

a
l,

M
ad

rid
S

e
ssio

n
,

A
p

ril
1

9
1

1
,(

P
aris

1
9

1
1)

,
V

o
l.

2
4
,

p
p
.

3
6

5

�36
7
,

II(
7)

.

(

�)
R

e
so

lu
tio

n
o

n
th

e
U

se
o

f
In

te
rn

atio
n

al
N

o
n
-M

aritim
e

W
ate

rs,
A

n
n

u
a

ire
d

e
l’In

stitu
t

d
e

d
roit

in
tern

a
tion

a
l,

V
o

l.
4

9
,

II,

S
alzb

u
rg

S
e

ssio
n
,

S
e

p
te

m
b
e

r
1

9
6

1
(

B
ase

l
1

9
6

1)
,

p
p
.

3
8

1

�38
4
,

A
rticle

.
9
.

(

�)
R

e
co

m
m

e
n

d
atio

n
s

o
n

th
e

P
ro

ce
d

u
re

s
co

n
ce

rn
in

g
th

e
N

o
n
-N

av
ig

atio
n

al
U

se
s,

IL
A

R
ep

ort
to

th
e

F
orty-N

in
th

C
on

feren
ce,

h
e

ld
in

H
am

b
u

rg
,

8

�

1
2

A
u

g
u

st
1

9
6

0
(

L
o

n
d

o
n

1
9

6
1)

,
p

p
.

x
v

i-x
v

iii,
A

rticle
.

2
.

(

	)
T

h
e

H
e

lsin
k

i
R

u
le

s
o

n
th

e
U

se
s

o
f

th
e

W
ate

rs
o

f
In

te
rn

atio
n

al
R

iv
e

rs
[

h
e

re
in

afte
r

H
e

lsin
k

i
R

u
le

s]
,

IL
A

R
ep

ort
to

th
e

F
ifty-S

econ
d

C
on

feren
ce,

h
e

ld
in

H
e

lsin
k

i,
1

4

�

2
0

A
u

g
u

st
1

9
6

6
(

L
o

n
d

o
n

1
9

6
7)

,
p
.

4
7

7
.

(


)
C

.
B

.
B

o
u

rn
e
,

“
T

h
e

In
te

rn
atio

n
al

L
aw

A
sso

ciatio
n
’s

C
o

n
trib

u
tio

n
to

In
te

rn
atio

n
al

W
ate

r
R

e
so

u
rce

s
L

aw
”
,

3
6

N
a

tu
ra

l

R
esou

rces
Jou

rn
a

l(
1

9
9

6)
,

p
.

1
5

6
;

S
.
�
��
���

��
	
�

In
tern

a
tion

a
l

L
a

w
of

W
a

ter
R

esou
rces

:
C

on
trib

u
tion

of
th

e
In

tern
a

tion
a

l
L

a
w

A
ssocia

tion
(

1
9

5
4

�20
0

0)
(

K
lu

w
e

r
L

aw
In

te
rn

atio
n

al,
2

0
0

1)
,

p
.

3
.

(

�)
H

e
lsin

k
i

R
u

le
s,

su
p

ra
n

o
te
(

3
4)

,
p

p
.

4
8

4

�

5
3

2
,

A
rticle

.
3

1(
1)

.

(

�)
�
��
�
��
��
	
�

su
p

ra
n

o
te
(

3
5)

,
p
.

1
3

9
.

論 説



(阪大法学) 63 (5 147) 1543 [2014.1]

(

�)
W

ate
r

R
e

so
u

rce
s

L
aw

,
IL

A
B

e
rlin

C
o

n
fe

re
n

ce
(

2
0

0
4)

,
h

e
ld

in
B

e
rlin

,
1

6

�21
A

u
g

u
st

2
0

0
4
,

A
rticle

.
7

2(
3)

,
at

h
ttp

://

w
w

w
.ila-h

q
.o

rg
/e

n
/co

m
m

itte
e

s
/in

d
e

x
.cfm

/cid
/3

2
.

(
�)

U
N

W
ate

rco
u

rse
s

C
o

n
v

e
n

tio
n
,

su
p

ra
n

o
te
(

1
9)

,
A

rticle
.

2
4(

1)
.

(
�)
本
条
約
第
三
三
条
は
以
下
の
よ
う
な
議
論
を
経
て
採
択
さ
れ
た
。
一
九
九
一
年
に
国
際
法
委
員
会
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
た
第
一
読
草
案

で
は
、
紛
争
解
決
条
項
の
導
入
は
、
国
際
河
川
の
一
般
的
・
枠
組
条
約
作
成
の
意
図
に
沿
う
も
の
で
は
な
い
と
批
判
さ
れ
た
こ
と
か
ら
見
送

ら
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
一
九
九
四
年
の
第
二
読
草
案
で
は
、
当
事
国
が
仲
介
又
は
調
停
に
合
意
で
き
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
一
方
当
事

国
の
要
請
に
よ
っ
て
事
実
調
査
へ
の
付
託
を
認
め
る
規
定
が
置
か
れ
た
。
同
規
定
を
巡
っ
て
は
、
総
会
決
議
に
基
づ
い
て
全
体
作
業
部
会
と

し
て
一
九
九
六
年
と
九
七
年
の
二
度
に
わ
た
っ
て
開
催
さ
れ
た
第
六
委
員
会
に
お
い
て
、
各
代
表
団
の
間
で
激
し
い
応
酬
が
繰
り
広
げ
ら
れ

た
。
中
国
、
イ
ン
ド
、
ト
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こ
こ
で
、
Ｉ
Ｊ
Ｃ
設
立
の
経
緯
に
若
干
言
及
し
て
お
く
こ
と
と
す
る
。
一
九
世
紀
後
半
、
ア
メ
リ
カ
＝
カ
ナ
ダ
国
境
で
は
、
ウ
ッ
ズ
湖

の
水
位
調
整
の
問
題
、
セ
ン
ト
・
マ
リ
ー
河
及
び
ミ
ル
ク
河
の
灌
漑
目
的
で
の
分
水
に
関
す
る
問
題
や
、
ナ
イ
ア
ガ
ラ
瀑
布
上
流
の
水
力
発

電
目
的
の
分
水
に
起
因
す
る
下
流
の
航
行
へ
の
影
響
、
同
瀑
布
の
景
観
阻
害
問
題
等
が
懸
案
に
上
っ
て
い
た
。
こ
れ
ら
諸
問
題
に
対
処
す
べ

く
、
一
八
九
四
年
に
は
ア
メ
リ
カ
の
コ
ロ
ラ
ド
州
デ
ン
バ
ー
で
、
翌
年
の
九
五
年
に
は
ニ
ュ
ー
メ
キ
シ
コ
州
ア
ル
バ
カ
ー
キ
で
国
際
灌
漑
会

議
が
開
催
さ
れ
、
同
会
議
へ
は
、
北
米
大
陸
の
越
境
水
流
に
関
し
て
既
に
生
じ
た
か
、
あ
る
い
は
今
後
生
じ
る
で
あ
ろ
う
諸
権
利
の
対
立
を

調
整
す
る
た
め
に

｢

国
際
委
員
会

(
in

te
rn

atio
n

al
co

m
m

issio
n)｣

の
設
立
を
要
請
す
る
決
議
案
が
提
出
さ
れ
全
会
一
致
で
採
択
さ
れ
た
。

こ
れ
を
受
け
て
、
一
九
〇
三
年
に
は
、
ア
メ
リ
カ
及
び
カ
ナ
ダ
か
ら
三
名
ず
つ
計
六
名
で
構
成
さ
れ
る

｢

国
際
水
路
委
員
会

(
In

te
r-

n
atio

n
al

W
ate

rw
ay

s
C

o
m

m
issio

n
:

以
下

｢

Ｉ
Ｗ
Ｃ｣

と
い
う)｣
が
設
立
さ
れ
た
。
Ｉ
Ｗ
Ｃ
は
調
査
実
施
・
勧
告
付
与
権
限
を
授
権
さ

れ
た
が
、
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
な
機
関
に
過
ぎ
な
か
っ
た
た
め
す
ぐ
さ
ま
問
題
処
理
の
限
界
に
直
面
し
た
。
そ
こ
で
、
Ｉ
Ｗ
Ｃ
は
、
国
境
水
の
利

用
に
関
す
る
条
約
の
締
結
及
び
更
に
広
範
な
権
限
を
有
す
る
常
設
の
委
員
会
の
設
立
を
勧
告
し
た
。
こ
の
要
請
を
受
け
て
、
ア
メ
リ
カ
・
カ

ナ
ダ
両
政
府
は
条
約
締
結
交
渉
に
入
り
、
一
九
〇
九
年
一
月
一
一
日
、
国
境
水
条
約
の
署
名
に
至
っ
た
。E

g,
C

.
J.

C
h

ack
o
,

T
h

e
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た
だ
し
、
カ
ナ
ダ
が
イ
ギ
リ
ス
か
ら
外
交
権
を
獲
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す
る
一
九
三
一
年
頃
ま
で
は
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カ
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ダ
の
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員
は
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自
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両
当
事
国
は
、
国
境
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の
権
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す
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た
だ
し
、
両
当
事
国
の
間
に
特
別
の
合
意
が
あ
る
場
合
の
ほ
か
、
両
当
事
国
政
府
に
よ
る
一
定
の
活
動

(

水
路
の
深
化
、
防
波
堤
の
建

設
、
港
湾
の
改
良
工
事
及
び
商
業
・
航
行
目
的
の
作
業)

並
び
に
生
活
及
び
公
衆
衛
生
の
た
め
の
水
の
通
常
の
利
用
の
場
合
に
は
、
Ｉ
Ｊ
Ｃ

の
承
認
を
要
し
な
い
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国際河川委員会における国境水紛争処理制度の意義と課題 (一)



(阪大法学) 63 (5 152) 1548 [2014.1]

(

�)
C

h
ack

o
,

su
p

ra
n

o
te
(

7
1)

,
p
.

2
3

8
;

L
.

H
.

L
e

g
au

lt,
“

T
h

e
R

o
le

s
o

f
L

aw
an

d
D

ip
lo

m
acy

in
D

isp
u

te
R

e
so

lu
tio

n
:

T
h

e
IJC

as
a

P
o

ssib
le

M
o

d
e

l”
,

2
6

C
a

n
a

d
a
-U

n
ited

S
ta

tes
L

a
w

Jou
rn

a
l(

2
0

0
0)

,
p
.

5
0
.

(
�)

B
o

u
n

d
ary

W
ate

rs
T

re
aty

,
su

p
ra

n
o

te
(

1
5)

,
A

rticle
.

8
,

p
ara.

8
.

(
�)

Ib
id

.,
A

rticle
s.

6
,

p
aras.

1
an

d
3
.

(

�)
D

o
ck

e
t

N
o
.

9
.

(

�)
B

o
u

n
d

ary
W

ate
rs

T
re

aty
,

su
p

ra
n

o
te
(

1
5)

,
A

rticle
.

9
,

p
ara.

1
.

(

�)
Ib

id
.,

A
rticle

.
9
,

p
aras.

2
an

d
4
.

(

�)
Ib

id
.,

A
rticle

.
9
,

p
ara.

3
;

S
ch

m
an

d
t

an
d

R
o

d
e

rick
,

su
p

ra
n

o
te
(

7
3)

,
p
.

1
7

7
;

P
.

B
irn

ie
,

A
.

B
o

y
le

,
an

d
C

.
R

e
d

g
w

e
ll,

In
tern

a
tion

a
l

L
a

w
a

n
d

th
e

E
n

viron
m

en
t,

3
rd

e
d
.(

O
x

fo
rd

U
n

iv
e

rsity
P

re
ss,

2
0

0
9)

,
p
.

5
7

7
.

(

	)
B

o
u

n
d

ary
W

ate
rs

T
re

aty
,

su
p

ra
n

o
te
(

1
5)

,
A

rticle
.

9
,

p
ara.

5
.

(


)
Ib

id
.,

A
rticle

.
1

0
,

p
ara.

1
.

(

�)
Ib

id
.,

A
rticle

.
1

0
,

p
ara.

2
.

(

�)
R

.
B

.
B

ild
e

r,
“
C

o
n

tro
llin

g
G

re
at

L
ak

e
s

P
o

llu
tio

n
:

A
S

tu
d

y
in

U
n

ite
d

S
tate

s-C
an

ad
ian

E
n

v
iro

n
m

e
n

tal
C

o
o

p
e

ratio
n
”
,

7
0

M
ich

iga
n

L
a

w
R

eview
(

1
9

7
2)

,
p
.

5
1

6
.

(

)
B

o
u

n
d

ary
W

ate
rs

T
re

aty
,

su
p

ra
n

o
te
(

1
5)

,
A

rticle
.

1
0
,

p
ara.

3
.

(

�)
Ib

id
.

(

�)
W

.
R

.
W

illo
u

g
h

b
y
,

T
h

e
Join

t
O

rga
n

iza
tion

s
of

C
a

n
a

d
a

a
n

d
th

e
U

n
ited

S
ta

tes
(

U
n

iv
e

rsity
o

f
T

o
ro

n
to

P
re

ss,
1

9
7

9)
,

p
.

3
6

;

S
ch

m
an

d
t

an
d

R
o

d
e

rick
,

su
p

ra
n

o
te
(

7
3)

,
p
.

1
7

6
;

B
irn

ie
,

B
o

y
le

,
an

d
R

e
d

g
w

e
ll,

su
p

ra
n

o
te
(

8
6)

,
p
.

5
7

7
.

論 説


